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1 はじめに
大災害後の避難生活の中で生じる音環境の問
題は，そもそも居住のために設計された訳ではな
い施設で生活することに起因する問題 (避難所に
おける音環境の問題 [1, 2])，住宅性能に起因する
問題 (応急仮設住宅における音環境の問題 [3–6]

の多く)，そして，立地に起因する問題 (一部の
応急仮設住宅 [6]や復興公営住宅 [7]における音
環境の問題)に大別できる。
これらのうち，立地に起因する問題について
は，遅くとも阪神大震災の際の応急仮設住宅の
際 [8]には『騒音制御』で報告されている問題で
ある。にも拘わらず，この種の問題は，著者を含
めた騒音の専門家が，他の２つに分類される問
題と比べると，十分には検討してこなかった問題
と言わざるを得ない。
そこで本稿では，東日本大震災の際に立地に
起因する音環境の問題が発生した，仙台市の A

復興公営住宅 [7]を事例に，そのような問題が発
生するに至った過程を検討したい。

2 A復興公営住宅の概要
A復興公営住宅は高速道路沿いに建設された
復興公営住宅である。図 1に略図を示すとおり，
高速道路に面した a棟 (10階建て)，それと直角
を成して接続され，主な居室からは高速道路が
見通せない b棟 (11階建て)，ab両棟の 1年後に
建てられた c棟 (11階建て)の 3棟からなり，そ
れらの中央には集会所 (1階建て)と広場とがあ
る。この住宅は，仙台市の復興公営住宅の中で
は，津波浸水地域から最も近い位置に建設され
たものであり，この住宅が面する高速道路より東
側は津波浸水地域である。これらの住宅への入
居開始は ab両棟が 2014年であり，c棟が 2015

年であった。
高速道路は 4車線の道路で，高さ 8mの盛土構

造となっている。この法面には高さ 5m以上の高
木が連続的に植栽されている。復興公営住宅が
建設された当初，この高速道路に遮音壁は設置
されていなかったが，後述するとおり，2015年
に図 1中の点線で示した範囲に，高さ 3mの遮音
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図 1 A復興公営住宅周辺の略図

壁が設置されている。著者らの測定 [7]によれば，
遮音壁設置前の 2014年 11月時点で，a棟 10階
の夜間の等価騒音レベルが 60.6dBであり，B地
域のうち 2車線以上の車線を有する道路に面す
る地域の環境基準を超過していたが，遮音壁設
置後の 2015年 6月時点では 59.6dBに低減され，
環境基準を満たしていた。
また，遮音壁の設置前後に a棟と b棟の住民
を対象とした質問紙調査の結果 [7]によれば，高
速道路からの音について，遮音壁設置の前後共，
a棟の回答者の大半が気になっていると回答して
いるのに対し，b棟の回答者の大部分は気になら
ないと回答していた。また，遮音壁の効果につい
ては，高速道路の音の影響を最も受ける a棟の
中高層階の住民の中に，効果があったと回答した
ものがいなかった。また，住民が窓を開けて生活
することを望む場合は窓を開けた状態で，閉め
て生活することを受け入れた場合は閉めた状態
で，屋内の夜間の等価騒音レベルが 40dBを下回
れば，音環境に対して一定程度の満足が得られ
ることが示唆された。
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3 A復興公営住宅の立地選定の経緯
応急仮設住宅や復興公営住宅が必要数建設完
了するまでに多大な時間がかかる理由の一つと
して，それらを建設するための適地が見つから
ないというものが挙げられる [7]。特に，地震だ
けでなく津波による被害も発生した場合，津波
浸水地域に津波に対して未対策のまま住宅を建
設することは避けるべきであるため，用地問題
はより深刻となる。
このような条件の中，東日本大震災の際に他
の自治体と比べて早い時期に復興公営住宅の供
用を開始できたのが仙台市であった。それが実
現できたのは，「区画整理事業によって宅地整備
が進んでいる土地や公共の未利用地を取得・活用
する」[9] ことによってであるとされている。A

復興公営住宅も，正に，この条件に当てはまる。
以下に，この復興公営住宅がここに建設される
までの経緯を示す。
2006年に提出された仙台市A土地区画整理事
業の環境影響評価方法書 (以下，方法書) [10]に
は，A復興公営住宅が建てられることになる土
地 (以下，復興公営住宅用地)が，「主として集合
住宅ゾーン」として計画されていたことが示され
ている。しかしながら，2008年に提出された同
土地区画整理事業の環境影響評価準備書 (以下，
準備書) [11]によると，仙台市環境影響評価技術
審査会 (以下，審査会)における方法書の審査の
段階で，事業者は，高速道路からの騒音の事業区
域内の住宅等への影響について調査，予測及び
評価を行うことを求められた。
この審査会からの要求への対応として，事業
者は，高速道路の騒音の実測調査を行うととも
に，将来予測交通量に基づいた騒音の予測を行
い，その結果を土地利用計画に反映させたと準
備書に記されている。そして，準備書に記載され
た土地利用計画を確認すると，高速道路を発生
源とする騒音等を配慮した土地利用を検討した
結果として，復興公営住宅用地は「公共公益施
設用地」としたことが示されている。さらに，準
備書の土地計画に関する項の後に記されている，
高速道路からの騒音の影響を検討した結果をま
とめた項をみると，ここに高層住宅を建てた場
合，昼間は宅地境界から 30m離れた地点に建て
ると 4階以上，40m離れた地点の場合で 5階以
上，60m 離れた地点の場合で 6階以上において，
夜間は 30m離れた地点の場合で 5階以上，40m

離れた地点の場合で 6階以上，50m離れた地点
の場合で 7階以上において，B類型における道
路に面する地域の環境基準を超過すると予測さ

れている。この結果を受け，高速道路沿道の土地
利用について「業務系を主体とした土地利用配
置を検討する必要がある」と結論付けている。こ
のように，事業者は，復興公営住宅用地を含む高
速道路沿道地域について，住宅用地とすべきで
ないと認識していたことが確認できる。
2009年に提出された同事業の環境影響評価書

(以下，評価書)[12] でも，復興公営住宅用地の土
地利用計画は，準備書同様，「公共公益施設用地」
と記されている。そして，高速道路からの騒音の
影響を検討した結果について，準備書と同じ予
測値を示した上で，高速道路沿道の土地利用は
「業務系を主体とした土地利用配置とする」と一
歩踏み込んだ記述をし，さらに，「宅地造成が完
了し建物立地が行われる段階に，騒音測定を改
めて実施し，実際の騒音影響が環境基準を超過
する場合には，組合として適切な対応を検討す
ることとする」という一文を加えている。
さらに，環境影響評価手続き完了後，公安委員

会との交通協議の結果，事業区域内の道路網に
変更が生じたなどの理由で，事業計画の変更が
なされたため，2010年に事業計画変更に伴う環
境影響評価の見直しが行われている [13]。ここで
も復興公営住宅用地の土地利用は，「公共公益施
設用地」のままとなっている。
このように，方法書段階で高速道路の影響が

懸念されたことを受け，準備書段階でその予測と
評価が行われて以降，東日本大震災の発災まで
は，復興公営住宅用地は高層の住宅用地には不
適切であると考えられていたことがわかる。
しかしながら，2014年に提出された環境影響
評価に係る 1回目の事後調査の報告書 (以下，報
告書 1) [14]によると，東日本大震災の発災を受
け，「公共公益施設用地」とされてきた復興公営
住宅用地に，まずは市営住宅が建てられること
になり，その後，2011 年 11月に決定された仙台
市震災復興計画により，A土地区画整理事業の事
業対象地が被災地の移転候補地の一つとして位
置づけられ，市営住宅が復興公営住宅へと変更と
なった。なお，この報告書には「公共公益施設」
が市営住宅に決定した過程についての記述は見
られず，報告書 1に示された土地利用計画の変更
を示す地図上にも，「公共公益施設」が建設され
る予定であった復興公営住宅用地に市営住宅が
建設されることになったことについて，変更点と
しては示されていないことを強調しておきたい。
同報告書において，高速道路の騒音影響につ

いては，まず，環境影響評価の段階で行った評価
の結果を反映した土地利用計画となっているこ
とが述べられ，「宅地造成が完了し，建物立地が
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行われる段階」において改めて騒音測定を実施
し，「環境基準を超過する場合には，組合として適
切な対策を検討することとした」というように，
評価書と同等の内容が記されている。その上で，
「東日本大震災の発生に伴い，早期に被災者に住
宅を供給する必要が生じた」ことから，宅地造成
が完了する前に復興公営住宅が完成したが，「そ
の間は建設作業の騒音が大きかった」などの理由
から，騒音測定の実施に至っていないことが報告
されている。そして，評価書において，高速道路
沿道の建物の一定階数以上で環境基準を超過す
ることが予測されていることから，騒音測定の
実施及び対策の取り方について，関係機関と調
整を進めている旨記述し，この項を結んでいる。
これら環境影響評価関連の図書から読み取れ
ることは，高速道路からの騒音により環境基準
を超過することが予測され，住宅用地には適して
いないことを事業者自身が認めている「公共公益
施設」用地を，震災後のドタバタの中で，確かに
「公共」の施設と言えないことはない市営住宅の
建設用地にあて，さらには震災復興計画の名の
下に，復興公営住宅用地としたということであ
る。そして，震災後のドタバタの中で，宅地造成
全てが完了する前に，造成完了した場所から先
に，復興公営住宅を含む住宅を建てたため (誤解
がないよう，著者はこのこと自体は高く評価すべ
きと考えていることを付記しておく。)，復興公
営住宅完成後しばらくは，その周辺において建
設作業の騒音が大きかったということを理由に，
実施が約束されていたはずの騒音測定は行われ
ず，その結果に応じて行われるはずであった高速
道路からの騒音対策が，復興公営住宅への入居
後もしばらくの間は行われなかった。その帰結と
して，著者らが論文 [7]で示したとおりの騒音問
題が発生したのである。

4 遮音壁設置の経緯
前述のとおり，高速道路沿いの遮音壁は，図 1

中に点線で示した位置に，ab両棟の入居開始の
約 1年後に設置されている。以下では，このよう
な形で遮音壁が設置された経緯を示す。
2016年に提出された同事業の 2回目の事後調
査の報告書 (以下，報告書 2) [15]には，高速道
路沿道の建物では，「一定階数以上で環境基準を
超過することが予測されたことから，対策の取
り方等について検討を進めてきたところである」
一方，復興公営住宅の入居が 2014年には始まっ
たことから，「関係機関と検討を進め」，道路の法
肩に高さ 3mの遮音壁を設置することとした旨，

記述されている。ここで，復興公営住宅の入居が
始まったこと「から」となっているのは，環境影
響評価の段階で，土地造成完了後に騒音測定を実
施し，その結果次第で対策を検討することとして
いたが，震災対応で造成完了前に住居が完成し，
入居が始まったので，取り急ぎ対策が必要だ，と
いう意味が込められていると解釈できよう。
報告書 2には遮音壁の高さと延長を決定した際

の検討過程が示されている。その記述によると，
予測方法はASJ RTN-model 2013を用い，「音源
並びに遮音壁を無限長と仮定」したと書かれて
いる。この記述より，明らかに現実とは合わない
仮定で予測計算をしているため，図中の点線で
示した範囲という，おかしな延長の遮音壁が設置
されたことが理解できる。なお，著者は仙台市
環境局の関係者経由で，草稿段階の報告書 2の
高速道路の騒音影響に係る部分を閲覧する機会
があったが，そこにはこの「仮定」に関する記述
はなかった。そして，草稿中の「遮音壁設置平面
図」から，音源と遮音壁の長さを無限長と仮定
していることに気づいたので，予測の条件が間
違っており，予測結果も間違いである可能性が高
い旨，件の関係者に伝えている。それに対し，遮
音壁の設置について，仙台市としてはこれで問
題ないと既に回答しているため，今更，予測の
やり直しを求めることはできない，との口頭で
の回答が返ってきたことを付記しておく。また，
予測に用いる 1日あたりの交通量として，評価
書時点の予測交通量と比べると 8,000台近く多い
値ではあるものの，国土交通省による全国道路・
街路交通情勢調査の結果と比べると 9,000台近く
少ない値である 35,407台 (出典不明)という値が
使われていることをあわせて指摘しておきたい。
この報告書の予測結果を示す表は，評価書と

は異なり，高速道路の法尻 (宅地境界から 15m高
速道路寄りの位置)を基点としてまとめられてい
るため，評価書の結果と直接比較することはで
きない。そこで，復興公営住宅が建設された位置
との対応で結果の一部を示すと，高速道路に最
も近い c棟 (11階建てであるが，道路側は 8階建
てである)の道路側の端に対応する法尻から 30m

の場合，昼間で遮音壁なしだと 4階以上で，遮音
壁ありだと 8階以上でこの地域の環境基準を超
過し，夜間で遮音壁なしだと同じく 4階以上で
環境基準を超過し，遮音壁ありだと超過しない
と予測されている。また，a棟で高速道路から最
も離れた位置におおよそ対応する法尻から 50m

の位置の場合，昼間で遮音壁なしだと 4階以上
で，遮音壁ありだと 10階のみが環境基準を超過
し，夜間で遮音壁なしだと 5階以上で環境基準
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を超過し，遮音壁ありだと超過しないと予測さ
れている。このような結果を受け，報告書 2の予
測結果を示す項は，遮音壁を設置することによ
り「夜間は全地点で環境基準を満足することが
予測された」と結ばれている。そして，報告書 2

には，この復興公営住宅を含む，高速道路沿道で
の騒音測定の結果は見当たらない。
さらに，2018年に提出された供用後の事後調

査報告書 (以下，報告書 3) [16]においても，復興
公営住宅を含む，高速道路沿道での騒音測定の
結果は見当たらない。そのため，この遮音壁が十
分な効果を発揮しているのかについて，事業者
によっては，全く検証されていないことになる。
また，管見の限り，復興公営住宅の管理者である
仙台市が効果の検証をしたという記録もない。
このように，立地の問題に起因する音環境の
問題を解決するための策であるはずの遮音壁の
設置は，大震災後のドタバタの中で，その検討自
体が先延ばしにされ，いざ検討が行われた際も
騒音測定が行われることはなく，間違った仮定を
基に設計したものを設置することをもって，その
効果が検証されることのないまま，幕引きと相
成ったことがわかる。

5 おわりに
以上で述べてきたとおり，仙台市の A復興公

営住宅は，立地選定の過程と遮音壁設置の過程
の両方において，震災後のドタバタの中で，平時
と同等の環境行政のチェック機能が働いていれば
避けることができたはずの道筋を経て，既報 [7]

で述べたとおりの音環境の問題を抱えた復興公
営住宅と相成ったと言えよう。誤解がないよう記
しておくと，仮設住宅の音環境を含む生活環境の
悪さを考えれば，一日も早く，十分な数の恒久住
宅を整備することは極めて重要なことであるし，
そのために，この事例のような条件の場所にも復
興公営住宅を建てること自体は，現実的な選択で
あると考えている。問題なのは，高層階で環境基
準を超過することが予測されているにも拘わら
ず，それに対して何の対策を立てることもなく，
基準を超過することが予測されている高さの集
合住宅を建設してしまったことである。
今後の大災害発生後に同様の問題が発生する
ことを防ぐには，この手の問題が発生したこと
に気づいた際に，問題発生の過程の記述を含め
た，問題の記録を見える形で残しておくことが
重要である。そして，いざというときにチェック
機能が働くよう，平時から行政に対して，震災後
のドタバタの中で発生しがちな音環境の問題に

ついて啓発しておくことも必要であろう。また，
災害発生後には，被災地周辺の騒音の専門家が，
仮設住宅や復興公営住宅の設置計画が公表され
た段階で，音環境の問題が発生しそうな案件が
ないか確認し，そのようなものを見つけた場合
には，行政に伝えることが必要であろう。
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